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衆
議
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大
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提
出
給
食
牛
乳
パ
ッ
ク
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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員
大
西
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君
提
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ク
の
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に
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に
対
す
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弁
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一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

小
学
校
に
お
い
て
、
学
校
給
食
用
牛
乳
の
空
き
紙
パ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
児
童
に
各
家
庭
に
持
ち
帰
ら

せ
て
リ
サ
イ
ク
ル
に
出
す
よ
う
指
導
す
る
こ
と
」
が
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

百
三
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
小
学
校
に
お
け
る
適
正
な
処
理
の
担
保
、
当

該
小
学
校
が
所
在
し
て
い
る
地
域
で
の
学
校
給
食
用
牛
乳
の
空
き
紙
パ
ッ
ク
を
含
む
古
紙
類
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
状
況
な
ど
の

個
別
の
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
小
学
校
が
所
在
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。 


